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　「年の瀬近づく せんべろの聖地・赤羽」
写真提供：川上康孝 氏（南支部・ハマノ電気株式会社）

撮り手の一言

　赤羽駅前に約10Mのイルミネーション発見。
　気合を入れ直して、いざ忘年会へ！

東電材及び関係団体の会議、行事予定

（関係各位におかれましては催事日程が重ならぬよう、ご協力のほどお願い申し上げます。）

12月６日（金）
・�東支部会

12月11日（水）
・中央支部会

12月３日（火）
・�南支部会

12月12日（木）
・�東青会

12月18日（水）
・�北支部会

１月21日（火）
・�新年賀詞交歓会

２月18日（火）
・市場活性委員会、営業技術研修会

２月21日（金）
・�広報委員会、広告協賛メーカー様懇談会

３月７日（金）
・�業務委員会、第28回ボウリング大会

令和７年
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中　央　支　部　会

定刻の午後３時30分に、新宿NSビル２F
会議室にて、ダイキンHVACソリューショ
ン東京株式会社：佐久間課長様と金子様に
お出迎えいただき、ご挨拶を頂戴した。早
速、２班に分かれてアテンダントのご案内
でソリューションプラザ内を見学させてい
ただいた。『フーハ東京』は、住宅用ソリュー
ションゾーンと業務用ソリューションゾー
ンの２か所に分かれており、住宅用ゾーン
では最新のルームエアコンや空気清浄器、
エコキュート等を、業務用ゾーンではビル
用マルチエアコンや換気設備、空調コント
ロール等を、実物を見ながら詳細にご説明
いただいた。広いスペースの中に、新商品
をはじめ、シーンに合わせた展示がされて

おり大いに参考になった。
約１時間強の見学の後、２階の会議室に

戻り、ダイキンHVACソリューション東京
の金子様から、ルームエアコンのモデル
チェンジスケジュールやビル用マルチエア
コンの新冷媒「R32」の安全対策等につい
て詳細にご説明いただいた。

研修会終了後、新田副支部長（新田電材
株式会社）の司会進行で、定例の支部会を
開始した。冒頭、三浦支部長（斉田電機産
業株式会社）が、「本日は、ダイキンHVAC
さんにご支援賜りまして、ショールームを
見学させていただきました。いろいろな点
でかなり進化していると感じました。メー
カー様から得た新しい情報を正しく工事店
様にお伝えすることによって、工・製・販
の一体感が生まれると思いますので、今後
もメーカー様にご協力をいただきながら情
報提供の場を作っていきたいと思います。
引続き宜しくお願い致します。なお、ご担
当が変更になる会社がありますので、ご挨
拶を頂戴したいと思います。」と、挨拶を

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年10月22日（火）午後３時30分より

場　所：新宿区西新宿　新宿NSビル

　　　　ダイキンソリューションプラザ『fuha:TOKYO』

中央支部（支部長：三浦拓也氏、組合員・支部構成員15社）は、標記の
通り、ダイキンHVACソリューション東京株式会社様にご協力いただき、
『fuha:TOKYO（フーハ東京）』において定例支部会と研修会を開催した。
当日は組合員13社15名が出席、本部から川上担当副理事長と山平事務局長
が参加した。



（7）

� 支部会だより� 支部会だより
Zoomにて開催され、謹賀新
年ポスターと令和６年度版組
合員名簿が12月号マンスリー
に同封される件、２月21日に
広告協賛メーカー様懇談会が
開催される件、等の報告が
あった。東青会については事
務局より、11月12日に研修会

を兼ねて定例会を開催するとの報告があっ
た。

協議事項として次回の支部会を12月11日
に開催することを決定した。最後に川上副
理事長から、各支部の開催状況等の報告が
あり、定例の支部会を終了した。

支部会終了後、同ビル29階の「ごだいご」
に移動して懇親会を開催した。懇親会には
佐久間課長様、金子様にもご同席いただい
た。先ずは株式会社古西電機：大森社長が、
ダイキン様への御礼と、いい商品をお得意
先にしっかりと伝えて参りたいとの決意を
込めて乾杯の音頭を執り、懇親会がスター
トした。開宴の後は、美味しい料理とお酒
を楽しみながら、賑やかな懇談のひと時を
過ごした。頃合いに、神山副理事長（海光
電業株式会社）が、本日の御礼と出席の皆
様のご健勝を祈念して三本締めを行い、懇
親会を終了した。

述べた。引続き、ミツワ電機株式株式会社
の木村部長様と新任の小寺取締役様からそ
れぞれご挨拶を頂戴した。

司会者による出席者及び資料の確認に続
いて、理事会・委員会の報告に移り、先ず、
９月24日に行われた理事会報告については
事務局より、１月21日に行われる令和７年
新年賀詞交歓会の件、10月30、31日に中央
会主催で行われる「組合まつり」に当組合
と都工組様が隣同士で初参加するので、是
非見学に来ていただきたい旨、等が報告さ
れた。委員会報告に移り、業務委員会は
村田委員（サンエー電機株式会社）より、
明日23日に２回目の委員会、続いて26日に
秋のレクレーションが開催されるとの報告
があった。市場活性委員会については松尾
委員（三協電気工業株式会社）より、８月
８日に１回目の委員会が開催され、毎年恒
例の都工組様幹部・青年部との懇談会を11
月６日に開催する事が決定したとの報告が
あった。経営委員会については橋本委員（福
西電機株式会社）より、10月１日に２回目
の委員会と経営セミナーが開催され、経営
セミナーは＂アンガーマネジメント＂をテー
マにして行われ、会場・オンライン合わせ
て78名が参加し好評であったとの報告が
あった。広報委員会については半田委員

（桜田電気工業株式会社）より10月７日に
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南　支　部　会

午後２時50分にパナソニック汐留ビル１
Fロビーに集合、パナソニック株式会社エ
レクトリックワークス社東京広域営業所：
妹尾所長様と樋川課長様にお出迎えいただ
いた。

早速、B1Fに移動し、事前予約が必要な
プロ向けの商談施設である「P-BOX」に移
動し、見学させていただいた。メリハリ値
を変更できる照明器具や、スポーツ施設向
け照明器具、換気空調システム、セキュリ
ティ商品等多岐にわたる商品についてアテ
ンダントの方から詳細にご説明いただい
た。
「P-BOX」見学後、２Fの会議室に移動し、

東京広域電材営業所の前島課長様に講師を

お願いし、「蛍光灯の生産終了のご案内と
リニューアル向けオススメ照明器具のご紹
介」というテーマで研修会を実施いただい
た。2027年末には蛍光灯は生産終了になる
ため、積極的にLED照明器具にまるごと
チェンジ！を進めていけるよう、セールス
トークや対応商品をご説明いただき、大変
参考になった。

研修会終了後は、定例の支部会を開催し
た。原田副支部長が欠席のため、鉢嶺支部
長（株式会社中央電材）が司会進行を務め、
出席者の報告を行った。続いて、鉢嶺支部
長が以下の通り冒頭の挨拶を行った。「本
日は、お忙しい中、早い時間からお集まり
いただき、有難うございます。今回の支部
会は、パナソニックさんにご協力いただき、

「P-BOX」の見学と2027年蛍光灯中止の問
題について研修をしていただきました。大

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年11月７日（木）午後３時より

場　所：港区東新橋　パナソニック東京汐留ビル２F会議室

南支部（支部長＝鉢嶺清弘氏、組合員16社・支部構成数26社）は、標記
の通り、パナソニック東京汐留ビルにおいて、ショウルーム見学会を兼ね
た支部会を開催した。当日は組合員18社19名が出席し、事務局からは山平
事務局長が参加した。
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� 支部会だより� 支部会だより
明があった。市場活性委員会については
小俣委員より、昨日11月６日に２回目の委
員会と、都工組様との懇談会が開催された
との報告があった。経営委員会については
事務局より、10月１日に委員会と経営セミ
ナーが開催され、「アンガーマネジメント」
をテーマに実施されたセミナーは、オンラ
イン含め78名の参加があり、好評であった
との報告があった。広報委員会については
金子委員（株式会社カネデン）より、10月
７日にZoomによる委員会が開催され、来
月12月号マンスリーに同封で令和６年度組
合員名簿と謹賀新年ポスターが届く件と、
来年２月21日に「銀座 麒麟」に於いて、
広告協賛メーカー様懇談会が開催予定の件
が報告された。

最後に12月に予定している忘年会を兼ね
た支部会の日程を検討して、支部会を終了
した。

支部会終了後、場所を新橋の「新橋亭」
に移して懇親会を実施した。懇親会には引
続きパナソニック（株）から妹尾所長様も
ご同席いただいた。冒頭、今回で交代され
る小俣部長様が、パナソニック様への御礼
と出席の皆様のご健勝を祈念して乾杯の音
頭を執り、懇親会がスタートした。食事を
楽しみながら賑やかな歓談のひと時を過ご
した。頃合いに総合電材株式会社の大澤社
長様が中締めし、懇親会を終了した。

変参考になったと思いますし、技術革新や
環境に対する配慮が目覚ましく進んでいる
ことを実感した次第です。我々電材卸業が、
いかに優れた商品をPRできるかが問われ
ており、大きな役目を担っていることを改
めて痛感しました。今日研修で得た知識を、
明日からの商売に活かしていきたいと思い
ます。この後は、パナソニック様にも加わっ
ていただいて懇親会を予定しておりますの
で、最後までお付き合いの程、宜しくお願
い致します。」次に、今回初参加の小島電
機工業株式会社：林副部長様と、担当変更
されることになった、テルヤ電機株式会社：
小俣部長様と新担当の岡田次長様にそれぞ
れご挨拶を頂戴した。

引続き、川上副理事長（ハマノ電気株式
会社）から９月24日に行われた理事会につ
いて、来年１月21日に行われる令和７年賀
詞交歓会の件を中心に検討した件と、10月
30日、31日に行われた「組合まつり」の件
等について説明があった。青年部会につい
ては事務局より、11月12日に研修会を兼ね
た定例会が開催されるとの報告があった。
委員会報告に移り、業務委員会については、
中野委員（泉州電業株式会社）より、10月
23日に行われた第２回の委員会の件につい
て説明があり、西山委員長（西山商事株式
会社）からは、10月26日によみうりランド
で行われた秋のレクレーションについて説
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北　支　部　会

定刻の16時に汐留ビル1Ｆ吹き抜け付近
に集合し、パナソニック株式会社東京中央
電材営業所：石井所長様と田村所長様にお
出迎えいただいた。

地下1Ｆの「P-BOX」内の会議室に移動
し、石井所長様のご挨拶の後、田村課長様
から５分程度新商品についてご説明いただ
いた。

続いて、「P-BOX」の非住宅ゾーンをア
テンダントの方にご説明いただきながら見
学させていただいた。約１時間弱の時間の

中、新無線照明制御システム「リベコム」
やジアイーノ・ナノイー Xといった換気空
調商品、マンションＨＡ商品等々多岐にわ
たる商品をご説明いただき、実物と対比で
きることもあり大いに参考になった。

見学終了後会議室に戻り、八杉幹事（因
幡電機産業株式会社）の司会進行で支部会
を開始した。冒頭、山下支部長（株式会社
山下商行）が、以下の通り挨拶を述べた。「皆
さん、こんばんは。本日はお忙しい中お集
まりいただき、有難うございます。本日は、

パナソニック様にご支援いただき、
プロ向けの展示を見学させていただ
きました。北支部が実施するメー
カー様のショウルーム見学は、久し
振りになりました。今後は、年１回
程度は商品勉強のため実施していき
たいと思いますので、ご要望があれ
ば教えていただきたいと思います。
この後の懇親会には、パナソニック
様も参加していただきますので、最
後まで宜しくお願い申し上げます。」

続いて、報告事項に移り、理事会

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年11月８日（金）午後４時より

場　所：港区東新橋　パナソニック東京汐留ビルB１F会議室

北支部（支部長＝山下聡一郎氏、組合員16社・支部構成数22社）は標記
の通り、パナソニック東京汐留ビルにおいて、プロ向けショウルーム見学
会を兼ねた支部会を開催した。同ショウルームでは前日の11月７日にも南
支部が見学会を開催しており、２日連続でお世話になることとなった。当
日は組合員12名が出席し、執行部から川上副理事長、事務局から山平事務
局長が参加した。
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� 支部会だより� 支部会だより
て「ご近所紹介」に代わる組合員リレー
レポートとして、「組合員のつぶやき」が
10月号より連載開始された件、12月号マ
ンスリーに同封で令和６年版組合員名簿
と謹賀新年ポスターがお届けされる件、
来年２月21日に広告協賛メーカー様懇談
会が開催される件等が報告された。業務
委員会については只野委員（日本電設資
材株式会社）より、10月23日に２回目の
委員会、26日には“秋のレクレーション：
よみうりランドBBQ”が開催され、レクレー
ションには73名の参加があったとの報告が
あった。

最後に八杉幹事より、次回12月18日に実
施される北支部忘年会について場所等の説
明があり、定例の支部会を終了した。

支部会終了後、「北大路 新橋茶寮 汐留
シティセンター店」に移動して懇親会を開
催した。パナソニック（株）の石井所長様、
田村所長様もご同席いただいた。冒頭、
川上副理事長がパナソニック様への御礼を
述べて乾杯の音頭を執り、懇親会のスター
トとなった。

懇親会では、高級和食料理とお酒を楽し
みながら、賑やかな会となった。

宴もたけなわの頃合いに、山口常務（田
中商事株式会社）が、三本締めにて中締め
を行い、懇親会をお開きとした。

報告については山平事務局長より、９月24
日に行われた理事会で、１月21日に行われ
る賀詞交歓会の概要について検討した件
と、西支部に株式会社パブリック商会様が
新入会した件等が報告された。川上副理事
長からは、各支部の支部会開催状況と今後
の予定について詳細な報告があった。委員
会報告に移り、経営委員会については田島
副委員長より、10月１日に本年度２回目の
委員会と経営セミナーが開催され、委員会
では賀詞交歓会で講師をお願いしている国
際教養大学大学院客員教授で国際ジャーナ
リストの小西克哉氏の講演テーマや、施設
見学会について検討し、終了後行われた経
営セミナーでは、「アンガーマネジメント」
をテーマに、ルーセントプロ代表の“中島
佐江子氏”に講師をお願いし、会場とオン
ラインのハイブリッドで実施され、合計７８
名の方に受講いただいたとの報告があっ
た。市場活性委員会については事務局より、
２日前の11月６日に委員会と都工組様幹
部・青年部との懇談会が開催され、懇談会
には都工組様10名、東電材12名の合計22名
が参加し、親交を深めたとの報告があった。
広報委員会については日置委員（東京エレ
ク総業株式会社）より、電材マンスリーに
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青年部会「東青会」

青年部会報告青年部会報告

研修後は、小堀副会長（桜田電気工業株
式会社）の司会進行で定例会を開始した。
冒頭、小泉青年部担当専務理事（小泉電機
株式会社）より、自己紹介を含めた挨拶が
あった。報告事項として横森会長（株式会
社電池屋）より、東電材本部の動向や行事
予定の件、都工組・青年部会様が計画して
いる大運動会の件、次回の忘年会の件等の
説明があり、定例会を終了した。

定例会終了後は、場所を「鍛冶屋 文蔵 
新富町店」に移動し、懇親会を開催した。
時宜を得た研修会のテーマ設定で有意義な
会となった。

定刻に、三井住友海上火災保険株式会社
の課長：青木めぐみ様に講師をお願いし、

「コーチング・リーダーシップ研修」を開
始した。今後ますますリーダーとして組織
を動かしていくことが求められる東青会の
会員にとって、大変参考になる研修であっ
た。

約１時間の研修の後、今回研修をアレン
ジしていただいた、有限会社渋谷ほけん情
報センターの茂呂社長様より、「防災士か
ら見たリスクについて」というテーマでご
説明いただいた。BCP策定や防災対策に関
する補助金を中心にお話しいただき、防災
への取組に対する関心が高まった。

日 時：令和６年11月12日（火）午後３時30分より

場 所：築地「電気工事会館」７階　大講習会場

　青年部会「東青会」（会長：横森弘充氏、会員：16名）は、標記の通り、講習会
を兼ねて定例会を開催した。当日は会員８名、組合側より小泉青年部担当専務理事、
山平事務局長が参加し、総勢10名での開催となった。
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　当組合は、10月30日～ 31日に『東京国際
フォーラム』で開催された、東京中小企業
団体中央会主催の「組合まつり in TOKYO」
に初出展した。
　この展示会は、“技と食の祭典”をテーマ
に、東京と全国の中小企業組合が約130社
が集結、当組合と東京都電気工事工業組合
様も隣同士で初参加した。

　東電材は、「2027年蛍光灯の生産終了前
に、LEDにまるごとチェンジ！」をテーマ
に、パナソニック株式会社エレクトリック
ワークス社の多大なご協力を得て、PR活
動を実施した。都工組様は、「感震ブレー
カ―の普及・推進」をテーマにPRし、お
互いに今後の販売に期待が持てる内容と
なった。

� 組合まつり� 組合まつり

東京都中小企業団体中央会主催　【組合まつり】に初出展

日　時：令和６年10月30日（水）～ 10月31日（木）
場　所：千代田区　東京国際フォーラム　ホールE
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業 務 委 員 会

日 時：令和６年10月23日（水）午後４時より

場 所：築地「電気工事会館」６階会議室

出 席：西山 潔 委員長（南）、加藤善弘 副委員長（東）、
　　　村田 裕 委員（中央）、山本哲也 委員（東）、小林正信 委員（西）、
　　　中野 誠 委員（南）、只野 実 委員（北）
　　　事務局より 山平正純 事務局長

　業務委員会は、標記の通り本年度２回目の業務委員会を開催した。定刻前に、
西山委員長（西山商事株式会社）が開会を宣し、挨拶を行った後、各議案につ
いて審議を行った。議事の内容は以下の通り。

（金）に「東京ドームボウリングセン
ター」で開催を予定しているボウリン
グ大会の内容、運営について検討した。

⑷　その他
　⇒�次回の委員会を、ボウリング大会当日

の令和７年３月７日に開催する事とし
た。

⑴　斡旋・紹介事業について
　⇒�各種斡旋手数料収入について令和６年

度上期の実績を確認した。

⑵　秋のレクレーションについて
　⇒�業務委員会主催行事として、組合員各

社・社員ご家族の親睦を図るため10月
26日（土）に実施される秋のレクレー
ション『よみうりランドバーベキュー』
について、参加者リストの確認、バー
ベキュー会場
の席配置、ス
ケジュール、
役割分担、運
営方法等につ
いて詳細に確
認を行った。

⑶　�第28回支部対
抗ボウリング
大会について

　⇒�来年３月７日
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� 秋のレクレーション� 秋のレクレーション

業務委員会主催
秋のレクレーション『よみうりランドバーベキュー』を開催

日　時：令和６年10月26日（土）

場　所：東京都稲城市「よみうりランド」

　当日は曇り空でやや肌寒い天候だったものの、雨
の心配は無く、“バーベキュー日和”となった。ジェッ
トコースターはじめ様々なアトラクションのほか、
10月24日からは夜のイルミネーション（ジュエルミ
ネーション）が行われ、朝から晩まで一日中楽しめ
る「よみうりランド」での開催ということで、お子
様を含めた多くの方から申込みがあり、大人49名・
小中学生14名・未就学児10名の総勢73名が参加する
盛大なイベントとなった。

　業務委員会（委員長＝西山 潔 氏）は、福利厚生事業の一環として組合員各社・社員
ご家族の親睦を図るため、７回目となる秋のレクレーションを昨年に続き「よみうりラ
ンド」において開催した。
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秋のレクレーション秋のレクレーション
　当日は、「よみうりランド」の開園時間
である午前10時前には、お子様連れを中心
に多くの方にお集まりいただき、開園と同
時にお目当てのアトラクションを探す姿が
見られた。

ド”での開催となりましたが、皆様の日頃
の行いがいいせいか、雨の心配は無さそう
です。ただ、初めての土曜日開催というこ
とで、学校の行事が重なった方もあったよ
うですので、来年は改めて検討して参りま
す。いずれにしましても、バーベキュー、
アトラクション、そして夜はイルミネー
ションと今日一日、目一杯楽しんでいただ
ければ幸いです。」と挨拶を述べた。続いて、
当行事の実行委員長である西山業務委員長
（西山商事株式会社）が、「土曜日開催で昨

司
会
：
加
藤
副
委
員
長

乾
杯
：
西
山
委
員
長

開
会
挨
拶
：
神
山
副
理
事
長

　定刻の12時に園内の「BBQパークJU-JU」
に全員集合。業務委員会の加藤副委員長（株
式会社博信堂電機商会）が司会を務め、先
ず組合を代表して神山副理事長（海光電業
株式会社）が、「皆様、こんにちは。本日

は多くの方にお集まりいただき、有難うご
ざいます。今年で３回目の“よみうりラン

年より人数が減ってしまいましたが、参加
していただいた皆様にはゆっくりとお楽し
みいただきたいと思います」と述べて、乾
杯の発声を行い、バーベキューがスタート
した。
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� 秋のレクレーション� 秋のレクレーション
　早速、14テーブルに分かれたそれ
ぞれのグリルから焼肉や野菜、とう
もろこしなどの美味しそうな匂いと
煙が漂い、賑やかな笑い声や子供の
歓声も響き、会場は大いに盛り上
がった。飲み物もビール、焼酎、ソ
フトドリンクまで様々なメニューが
あって、大人から子供までそれぞれ
に“食欲の秋”を満喫した。

　バーベキュー開始から約45分経過
した頃には、子供たち対象の「じゃ
んけんゲーム」を実施、参加者全員
にお菓子セットが配られた。勝ち抜
き上位３名には特別賞も用意され、
子供たちの笑顔がはじけた。

　１時間30分ほど経過し、全員のおな
かも膨れた頃合いに、事務局が「一旦
ここでお開きとさせていただきます。
この後は、アトラクションを楽しみた
い方は移動していただいて結構です
し、あと30分ぐらい残っていただいて
も結構です」と述べて、中締めを行っ
た。ジュエルミネーションまで楽しん
だ方も多かったようで、有意義な催し
となった。

じゃんけんゲーム
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市 場 活 性 委 員 会

日 時：令和６年11月６日（水）午後４時40分より

場 所：西新宿『京懐石みのきち　東京新宿住友ビル店』

出 席：皆川一志 委員長（南）、嶋田 博 副委員長（中央）、
　　　松村秀一 副委員長（東）、松尾誠一朗 委員（中央）、
　　　池田友梨枝 委員（東）、小俣宏和 委員（南）、佐々木 誠 委員（北）
　　　執行部より 神山欣也 担当副理事長
　　　青年部会「東青会」より 横森弘充 会長（西）、
　　　小堀隼人 副会長（中央）
　　　事務局より 山平正純 事務局長
欠 席：藤高孝二 委員（西）

　市場活性委員会は、標記の通り今年度第２回目の委員会を開催した。今回の
委員会は同会場で午後６時より実施される都工組様との懇談会に先立って開催
され、冒頭、神山担当副理事長の挨拶の後、皆川委員長の司会で以下の議題を
審議した。また、職場異動があった南支部：小俣委員の後任として、岡田寛伸
氏がそれぞれ挨拶を行った。

１．�東京地区電気工事業（都工組様）・電
材卸業（東電材）懇談会の件

　⇒�当日開催の同行事について、参加者名
簿・次第・席次などについて確認した。

２．�今年度の「営業・技術研修会」の件
　⇒�今年度の営業・技術研修会について内

容を検討し、下記の通り決定した。
　日　時：�令和７年２月18日（火）	

午後３時30分～５時
　場　所：�電気工事会館	  

７階大講習会場
　講　師：�（一社）日本照明工業会、	

パナソニック株式会社エレ
クトリックワークス社

　テーマ：�「蛍光ランプの生産終了とLED
化推進」

３．その他
　⇒�次回の委員会については、来年２月18

日の「営業・技術研修会」と併せて実
施することとした。

委員会だより委員会だより
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� 委員会だより委員会だより

令和６年度　東京地区　電気工事業・電材卸業　懇談会
＜東京都電気工事工業組合幹部役員様・青年部役員様懇談会＞

日　時：令和６年11月６日（水）午後６時より

場　所：西新宿『京懐石みのきち 東京新宿住友ビル店』

　市場活性委員会（委員長＝皆川一志 氏）は、本年度の委員会事業計画の一環とし
て「東京地区電気工事業・電材卸業懇談会」を開催した。この行事は、両業界の意思
疎通を図り、更なる連携強化のために毎年定例開催しているもので、電気工事業界か
らは東京都電気工事工業組合の天野理事長様、岩田副理事長様はじめ、青年部役員様
等合わせて10名にご出席いただいた。東電材側は、小島理事長、神山担当副理事長、
市場活性委員７名（うち東青会２名）、青年部会「東青会」の横森会長、小堀副会長
の２名と山平事務局長の合計12名が参加し、総勢22名の会となった。

　＜当日の出席者＞
【東京都電気工事工業組合　様】
　理 事 長　　天野　春夫　様　　株式会社セイショウ	 （羽村市）
　副 理 事 長　　岩田　和敏　様　　株式会社岩田電気工業所	 （新宿区）
　青年部会会長　　山下　幸司　様　　ヤマシタ電気株式会社	 （八王子市）
　　同　副会長　　藪下　将宏　様　　株式会社湘南電設	 （世田谷区）
　　同　副会長　　川見　晃史　様　　株式会社川見電気工事店	 （板橋区）
　　同　副会長　　岩崎　大蔵　様　　大東通信建設株式会社	 （八王子市）
　　同　副会長　　武田　浩佑　様　　有限会社神田電気工事	 （葛飾区）
　　同　会　計　　國府田慎司　様　　国弘電設株式会社	 （葛飾区）
　　同　　　　　　羽行　一善　様　　電工一善	 （大田区）
　理事・事務局長　　今野　聡之　様　　事務局

【東京電設資材卸業協同組合】
　理 事 長　　小島　寿之　　　　小島電機工業株式会社	 （北区）
　副 理 事 長　　神山　欣也　　　　海光電業株式会社	 （渋谷区）
　市場活性委員長　　皆川　一志　　　　株式会社ミナカワ電材	 （品川区）
　　同　副委員長　嶋田　　博　　　　ミツワ電機株式会社	 （中央区）
　　同　副委員長　松村　秀一　　　　松村電材株式会社	 （足立区）
　　同委員（東青会）　松尾誠一朗　　　　三協電気工業株式会社	 （大田区）
　　同委員（東青会）　池田友梨枝　　　　株式会社菅崎電気商会	 （江東区）
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定刻少し前に全員がお
揃いになったため、皆川
市場活性委員長の司会進
行のもと開始され、小島

理事長
が日頃
の御礼も含めて、以下の
通り挨拶した。
「 皆 様、 こ ん ば ん は。

本日はお忙しい中お集ま
りいただきまして有難うございます。皆様
には私どもの組合員が大変お世話になって
おり、御礼申し上げます。また、青年部の
皆様には、私どもの東青会の会員が一緒に
活動しながら、見識を広めさせていただい
ており、重ねて感謝申し上げます。私ども
の業界には2024年問題と言われるような、
いろいろな課題が山積しており、一つ一つ
解決していく必要があります。そのために
は、メーカー様に力を借りながら、工・製・
販三位一体となって、仕事を分担し、こな
していける体制を作り上げていくのが肝要
かと存じます。本日は、お酒も入って柔ら
かくなると思いますので、我々卸業界や
メーカーさんに対してのご意見をお聞かせ
いただきたいと思います。メーカーさんへ
のご意見・ご要望についても、しっかりお
伝えして参ります。短い時間ではあります

が、楽しく交流して有意義な時間を過ごせ
れば有難く存じます。どうぞ宜しくお願い
申し上げます。」

続いて、東京都電気工
事工業組合を代表して、
天野理事長様より次の通
りご挨拶を頂戴した。
「本日は、青年部を含

めまして多数のお招きを
いただき有難うございます。平素は、私ど
もの組合員がお世話になっており、感謝申
し上げます。買わせていただいている立場
なのですが、中には高飛車に出るようなこ
ともあると思われますので、この場をお借
りしてご容赦いただきますようお願い致し
ます。小島理事長からもありましたが、働
き方改革に関する問題は、お互いに歩み寄
り協力し合って、より良い方向を見つけて
行くべきと考えています。また、青年部会
同士の交流は、今まで以上に活発に行って
いただき、お互いの関係がさらに強固なも
のになることを願っています。先般は、「組
合まつり in TOKYO」に隣同士で出展いた
だき、有難く思っています。お陰様で、感
震ブレーカ―もしっかりPRでき、成果が
あったと考えています。本日は、意見交換
しながら存分に楽しみたいと思います。宜

　　同　委　員　　小俣　宏和　　　　テルヤ電機株式会社� （世田谷区）
　　同　委　員　　佐々木　誠　　　　パナソニック電材ソリューションズ㈱	� （墨田区）
　東 青 会 会 長　　横森　弘充　　　　株式会社電池屋� （渋谷区）
　　同　副会長　　小堀　隼人　　　　桜田電気工業株式会社� （港区）
　事 務 局 長　　山平　正純
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しくお願い致します。」

両組合出席者の紹介の後、東京都電気工
事工業組合の山下青年部会会長様が、「本
日は素晴らしい懇親会場にお招きいただき
まして、有難うございます。日頃より、東
電材、東青会の皆様にご支援を賜りまして
感謝申し上げます。我々青年部会は、業界
が少しでも盛り上がるよう尽力しておりま
す。そのような中、東青会さんとは初めて
合同研修会を実施したりしながら、親密な
関係を築かせていただいております。この
取組みは全国でも珍しいようで、良い事例
を全国に発信して参りたいと考えていま
す。本日はお酒を飲みながら、より親交を

深めていきたいと思っております。両組合
の更なる発展を祈念申し上げます。」とご
挨拶され、乾杯の音頭を執っていただいた。

料理とお酒を楽しみながら、落ち着いた
雰囲気の会場で、楽しい歓談のひと時を過
ごした。

宴もたけなわの頃合い
に神山副理事長が、「今
年もあと２か月になって
参りました。年初は電線
の供給問題、また電設資
材の価格高騰などもあ
り、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませ
んでした。このような交流を深めていく事
によって、お互いの困り事を相談し解決し
合えるような関係が築かれるものと思いま
す。この業界をいい方向に進めていけるよ
う、しっかりと手を携えて参りたいと存じ
ます。両組合の益々の発展と、本日ご出席
いただいた皆様のご健勝をお祈り申し上げ
ます。」と述べて三本締めを行い、懇談会
を終了した。
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私が釣りと出会ったのは幼少期でありました
が、住んでいる所が海に近い場所だったので釣り
をする環境は整っておりました。堤防や防波堤か
らの釣りでしたが、釣れない日々が続き、気がつ
くと釣りに行くこと自体が億劫になって、ついに
は釣りをしなくなっておりました。

第2弾 支部リレーレポート支部リレーレポート

海に囲まれたわが国の沿岸には地形を生かした釣りのスポットが数多くあり、初心者でも
気軽に始められる人気レジャーの一つです。海釣りには砂浜での投げ釣り、防波堤・堤防釣
り、磯釣り、海上釣り堀、船釣りと種類があります。初めて海釣りに挑戦するなら堤防や防
波堤が平らなので腰を落ち着かせてじっくりと釣りが出来きるのでお勧めですが、釣り場の
選定に困ったり、あまり釣れなかったりすることがあります。また、最近では釣りを禁止し
ている場所も多い為、慣れていない人には、そこが禁止エリアかどうかの判断が難しい状況
になっております。

♣　♠　♣

組合員の
      つぶやき
第３回

「海釣り行日記」
西支部
新明電材株式会社
川名 哲也 記

久米島の防波堤久米島の防波堤

鹿島沖 寒ビラメ鹿島沖 寒ビラメ

出航前出航前

あ れ か ら３４年 が 経 ち
２０１９年秋に電気工事店様にお誘いを頂き、船釣りのデビューとなり
ました。船釣りでは風や潮の流れなど釣果は環境に左右されること
が多い為、正しい使い方が重要です。竿やリールの扱い方、仕掛け
やセッティング方法などを理解しておくことで釣果を高める事が出
来ます。私としてはワクワク感もある中で、船酔いなど心配な事が
沢山ありましたが、初心者でも安心して釣り船に参加できるように、
船長さんや中乗りさんが船上での実践的な指導やアドバイスなどを
行って頂けるので、船釣
りの楽しみを学びながら

自然とのふれあいを体験させて頂きました。

魚を釣る為には条件が必要です。船では同じ魚
を狙う釣りになりますので全員が同じ仕掛けタッ
クルで行います。また、目的の魚がその海域に入っ
ている事や魚の活性が高い、潮が効いている、技
量などがあげられます。その日の魚が釣れる為の

♣　♠　♣
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� 支部リレーレポート� 支部リレーレポート 第2弾

で釣り上げたのはホウキハタ３Ｋサイズ。大きさでいうと
６０㎝ほどになります。またそこから更に一時間ほど沖に向
かった金洲という場所では魚の宝庫ともいわれる、釣り人
なら一度は行っておきたい場所があります。海上ではナブ
ラ（海面近くに浮上した小魚の群れ）が発生しておりチャ
ンス到来。食い気はＭＡＸまで高まったカツオが釣れ、お

土産にムロアジがかかりま
した。

９月太刀魚６８匹、１０月に入り大アジ（４７㎝）釣り、４８匹ど
ちらも竿頭を取らせて頂き、今年も冬場に近づきそろそろオ
フになる季節となりました。

情報を知る努力は重要ですが、一方で船酔いをしたらほとんどの
方が何もできない状況になり、釣りに影響が出てしまいます。

♣　♠　♣

♣　♠　♣

♣　♠　♣

釣りを通じて感じた事は忍耐と決断の駆け引き。ある意味、仕事に活きる部分が出てきた
事。この釣法ではダメなのか、打つべき手は…やはりもう少し粘るか、釣り具を変えるか、
一旦別の方法にシフトする、といった判断が求められる瞬間は多い
です。その判断がハマるかは博打であります。過去の経験やデータ
で確率は上げられるが、決して１００％にはなりません。上手くいけば
それは良い経験値として蓄積され、悪くはまれば反省材料として蓄
積されます。これからも釣りの醍醐味を感じながら、この感性を仕
事に活かしていきたいと思います。

前回の釣果を活かし、醍醐味
を知ってしまった私は２０２１年か
ら完全に釣りの世界にのめり込
んでしまいました。釣りをする
過程の中で工事店様、会社関係、
お施主様と交友関係は広がって
いきます。静岡県の御前崎近海

観音崎沖観音崎沖

カツオとムロアジカツオとムロアジ

ホウキハタホウキハタ

静岡由井 静岡由井 
太刀魚太刀魚

オオアジ47㎝オオアジ47㎝
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トピックストピックス

今月のテーマ　太陽光設置義務化とリサイクル義務化

　令和３年に国交省、経産省、環境省が共
同で検討・発表した「脱炭素社会に向けた
住宅・建築物における省エネ対策等のあり
方・進め方」では、住宅・建物が目指すべ
き姿（あり方）について以下のように述べ
ています。
【2�030年】新築の住宅・建築物でZEH・ZEB

水準の省エネ性能が確保され、新築戸建
住宅の６割に太陽光発電設備が導入され
ていること

【2�050年】新築以外も含むストック平均で
ZEH･ZEB基準の水準の省エネ性能が確
保され､ 太陽光発電設備等の再生可能エ
ネルギーの導入が一般的となること

　どちらの目標でもポイントとなっている
のが、省エネ性能と並んで「太陽光発電設
備」等の導入です。
　来年度には東京都や川崎市で太陽光発電
等の設置が一部の建築物・住宅に義務付け
られる予定で、太陽光設置義務化が加速し
ていくことも考えられると同時に、置き去
りにされていた太陽光パネルリサイクルの
問題も注目されます。

１．一部自治体で始まる太陽光設置義務化
⑴全国に先駆けて義務化した京都
　�　京都市では、全国をリードする形で平

成１６年末に「京都市地球温暖化対策条
例」を制定し、さらに令和２年には条例
を改正し、以下の対象建築物で太陽光等
の再エネ利用設備の設置を義務化してい
ます。

　✓�特定建築物（延床面積２,000㎡以上の
新築又は増築される建築物）

　✓�準特定建築物（延床面積300 ～ ２,000
㎡の新築又は増築される建築物）

　�　京都府においても、京都市とほぼ同様
の基準で、太陽光等の設置義務付けが進
みました。
⑵来年度に義務化を始める東京と川崎
　①東京都における義務化
　�　東京都では、４月から住宅を含む延床

面積2000㎡未満の新築建物への太陽光発
電設備等の設置や断熱・省エネ性能の確
保を義務付ける制度が開始されます。義
務化の対象となるのは、住宅の建築主や
購入者ではなく、都内での年間供給延床
面積が２万㎡以上の大手ハウスメーカー
等で、事業者数で言うと約５０社が対象と
なる見込みです。また、対象となる建物
は新築のみで、既存の物件は対象外で
す。ただし、都内既存住宅（自社供給物
件に限る）に太陽光を新たに設置した場
合は、基準達成の数の内に含むことが可
能です。（基準の２割が上限）
　②川崎市における義務化
　�　川崎市でも東京都と同じく４月から、
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戸建住宅を含む新築建物への太陽光パネ
ルの設置が義務化されます。川崎市の新
しい制度は、建物の述べ床面積によって
事業が２つに分かれています。
　【特定建築物太陽光発電設備等導入制度】
　�　延床面積2000㎡以上の建築物を新築・

増築する建築主の太陽光発電設備等の設
置義務

　�【特定建築事業者太陽光発電設備導入制
度】

　�　延床面積2000㎡未満の新築建築物を市
内に年間一定量以上建設する建築事業者
への太陽光発電設備設置義務

２．太陽光パネルのリサイクルも義務化へ
　太陽光発電が急激に普及したのは東日本
大震災の後で、ＦＩＴ制度（固定価格買い
取り制度）の追い風も受けて、太陽光発電
の導入は当初順調に進みました。2023年12
月末時点のＦＩＴ・ＦＩＰの設備導入量（運
転を開始したもの）の推移を太陽光に限っ
て見ますと、下の表のようになっており、
導入直後の2012年７月から2013年度という
２年弱の間に住宅と非住宅合わせて約６０万
件の太陽光発電設備が導入され、累計では
３００万件に迫る設備導入が果たされたこと
になります。なお、近年の傾向としては、
ＦＩＴ制度によらない太陽光設備の設置も
増えており、この数はさらに多いはずです。
　ただ、太陽光パネルの耐用年数は一般に
２０ ～ ３０年と言われており、急速に導入さ

れてきた太陽光設備・パネルが一気に廃棄
されるようになる時期も迫っています。
　そのため、環境省と経産省は、太陽光パ
ネルのリサイクルの制度整備に向けたワー
キンググループを設置し、具体策の議論を
始めており、今年中には制度の大枠がとり
まとめられているはずです。ワーキンググ
ループでの論点を簡単に整理しますと以下
の通りです。
⑴太陽光パネルの排出量予測
　✓�太陽光パネルの推計排出量は2030年代

半ばから増加し、最大50万ｔ／年程度
まで達する見込みで、これが全て直接
埋め立て処分された場合、2021年度の
産業廃棄物の最終処分量869万トンの
約５％にも相当する膨大な排出量が見
込まれる

　✓�個別のリサイクル法の枠組み内で処理
されている下記の品目の現在の処理量
に匹敵する排出量の産業廃棄物として
太陽光パネルも今後加わると見込まれ
る

　　・�自動車リサイクル法（令和４年度実
績）

　　　･･�製造業者等による自動車シュレッ
ダーダスト処理実績：約46万ｔ

（241万台）
　　・�家電リサイクル法（令和５年度実績）
　　　･･�製造業者等による再商品化等処理

重量：約５７万ｔ（エアコン３,686千
台､ テレビ３,588千台、冷蔵庫冷

� トピックス� トピックス
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　国税局の資産課税課情報が令和６年７月
公開され、相続税、贈与税、譲渡所得税の
質疑事例集の中から参考となる事例を取り
まとめＱ＆Ａ形式したものを取り上げてい

きたいと思います。

相続税 
（換価遺言により財産を取得した場合の課

資産課税の間違いやすい事例

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート

トピックストピックス

凍庫３,374千台､ 洗濯機 ･ 衣類乾
燥機３,853千台）

　　・�小型家電リサイクル法（令和４年度
実績）

　　　･･�認定事業者による処理量：約９万ｔ
⑵�太陽電池モジュールの特徴（＝リサイク
ル上の課題）
　① 設置形態
　�　太陽光電池モジュールを大まかに住宅

用と非住宅用に分けた場合、それぞれ下
の表のような特徴があり、住宅用は「屋
根置き」で「まとめて回収できない」と
いう難点があります。
　② 仕様物質の毒性
　�　太陽電池モジュールには様々な化学物

質が使用されており、特に太陽光パネル
の廃棄時に心配されている化学物質は以
下の４つとなっています。・鉛　・カド
ミウム　・ヒ素　・セレン
　③ 構造等
　�　太陽電池モジュー

ルは、多様な素材が
堅固に貼り合わされ
た複層構造となって
います。そのため、リサイクルの最重要
ポイントは重量比の大きいガラスや、価
値の高い金属等（代表的なものは銀）を、

以下に異物が混入しないように回収し
て、付加価値が高い製品へと再資源化で
きるか、さらにそれが低コストで実現で
きるかということです。

　太陽光発電・再エネ設備等の設置義務化
が非住宅から議論や実践がスタートしてい
るのと同様に、太陽光パネルリサイクルも
比較的大規模な施設を念頭にした議論がま
ず展開されており、実際に、2022年から太
陽光発電の廃棄・撤去費用の積立が義務化
されたのも10kW以上で認定を受けた事業
で、非住宅が想定されているのは明らかで
す。
　ただし、前述の通り、パネル設置の件数
で圧倒的に多いのは住宅用であり、本格的
な太陽光リサイクルを実現するには住宅に
おける取り組みが避けられません。

株式会社綜合マーケティング・ビューロー
小杉　雄史
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税関係について） 
Ｑ�１．被相続人甲の相続人は乙のみです。
　�　甲は、生前からＡ市と知人丙に財産を

遺贈したいと考えており、公正証書遺言
（以下「本件遺言」という。）を作成しま
した。本件遺言の内容は、要旨①一切の
不動産を遺言執行者（丙）により換価さ
せた上で、換価した金額から諸費用を控
除した残額をＡ市に遺贈する、②上記①
の不動産を除く財産を遺言執行者（丙）
により換価させた上で、換価した金額か
ら諸費用を控除した残額を丙に遺贈する
というものでした。

　�　その後、甲の相続（以下「本件相続」
という。）が開始したため、Ａ市及び丙
は本件遺言どおりに財産を取得しました

　�　このとき、本件遺言による課税関係（①
本件相続に係る相続税、②財産を換価し
たことによる譲渡所得）はどのようにな
りますか。

　�　また、本件相続に係る相続税の申告に
当たり、丙は債務控除をすることができ
ますか。
Ａ�１．Ａ市は相続税の納税義務者には該当

しないから、本件遺言により取得した財
産について相続税は課税されません。丙
は相続税の納税義務者に該当し、本件遺
言により取得した財産について相続税が
課税されます。また、相続人乙に対して、
財産を換価したことによる譲渡取得が課
税されます。なお、丙は本件相続に係る
相続税の申告に当たり、債務控除をする
ことはできません。

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート

【理由】
１　包括遺贈と特定遺贈
　⑴民法上の遺贈について

　�　民法第964条≪包括遺贈及び特定遺贈≫
は、「遺言者は、包括又は特定の名義で、
その財産の全部又は一部を処分することが
できる」と規定しているところ、遺贈の種
類は、包括遺贈と特定遺贈に区分されます。

　イ　包括遺贈
　　�　包括遺贈とは、遺産の全部又はその一

定割合を与える旨の遺贈（例：「私の全
財産を、Ｂへ２分の１、Ｃへ２分の１の
割合で遺贈する」など、割合をもって表
示した遺贈）をいい、この遺贈を受ける
者を包括受遺者といいます。そして、包
括受遺者は、民法第９９０条≪包括受遺者
の権利義務≫の規定により、相続人と同
一の権利義務を有することから、相続人
と同様に、積極財産のみならず債務も承
継することとなります。

　ロ　特定遺贈
　　�　特定遺贈とは、遺贈の対象が特定の財

産である場合や種類によって指定されて
いる場合（例：「私の財産のうち、下記
の不動産をＤへ、下記の預貯金をＥへ遺
贈する」など、特定の財産を指定してい
る遺贈）をいい、この遺贈を受ける者を
特定受遺者といいます。

　　�　そして、特定受遺者は、被相続人の権
利義務を包括的に承継するものではない
ことから、相続債務を負わず、また、民
法第986条≪遺贈の放棄≫の規定により、
遺言者の死後、いつでも遺贈の放棄をす
ることができます。

　⑵本件遺言における遺贈の性質
　�　本件遺言は、不動産を換価した金銭につ

いてはＡ市へ遺贈するとし、その他の財産
を換価した金銭については丙へ遺贈すると
しています。そうすると、本件遺言は、不
動産とその他の財産とを区分した上で遺贈
先を指定していることから、遺贈する財産
について特定しているということができ、
本件遺言における遺贈は特定遺贈と解する
のが相当となります。

２　相続税の課税関係
　⑴相続税の納税義務者
　�　相続税法において相続税の納税義務を有
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贈与税
（時価より高い価額で増資が行われた場合
の課税関係） 
Ｑ�２．Ａ株式会社（以下「Ａ社」という。）

は、資本金10,000,000円、発行済株式総
数10,000株の同族会社であり、Ａ社の発
行済株式（以下「Ａ社株式」という。）は、
代表者甲が４,000株、甲の長男乙が６,000
株を所有しています。

　�　Ａ社は、長期間にわたって赤字経営と

税務・会計レポート税務・会計レポート
する者は、相続税法第１条の３≪相続税の
納税義務者≫各号に該当する個人又は同法
第66条≪人格のない社団又は財団等に対す
る課税≫第１項及び第４項に該当する人格
のない社団等をいうとされています。

　⑵Ａ市の課税関係
　�　Ａ市は、本件遺言において、「一切の不

動産を換価した金額から諸経費を控除した
残額を遺贈する」とされているところ、上
記のとおり本件遺言における遺贈は特定遺
贈に該当することから、Ａ市は、本件相続
において特定受遺者に該当します。

　�　しかしながら、Ａ市は個人には該当せず、
また、相続税法第66条第１項及び第４項に
規定する人格のない社団等にも該当しない
ことから、相続税の納税義務者には該当せ
ず、本件相続に係る相続税は課税されませ
ん。

　⑶丙の課税関係
　�　丙は、本件遺言において、「不動産を除

く財産を遺言執行者（丙）により換価させ
た上で、換価した金額から諸費用を控除し
た残額を丙に遺贈する」とされていること
から、本件相続において特定受遺者に該当
するところ、丙は個人であり、相続税の納
税義務者に該当するから、本件相続に係る
相続税が課税されます。
３　譲渡所得の課税関係
　�　本件遺言によれば、被相続人甲は、丙を

遺言執行者として、財産の換価処分をさせ
ることを指示しているものと認められると
ころ、財産を換価したことによる効果も、
一義的には遺言執行者である丙に帰属する
ものとも考えらます。

　�　一方で、民法第1015条≪遺言執行者の行
為の効果≫において、「遺言執行者がその
権限内において遺言執行者であることを示
していた行為は、相続人に対して直後にそ
の効果を生ずる」と規定されていることか
ら、遺言執行者の行為の効果は、相続人に
帰属し、更に、民法第９９０条では、「包括受
遺者は、相続人と同一の権利義務を有す
る。」と規定されていることから、遺言執
行者の行為の効果が帰属する相続人の範囲

には、包括受遺者がいる場合には、包括受
遺者も含まれることとなります。

　�　しかしながら、本件遺言における遺贈は、
上記１⑵のとおり、特定遺贈と解するのが
相当であることから、包括受遺者は存在し
ません。そうすると、遺言執行者の行為の
効果が帰属する者は、被相続人甲の法的相
続人である乙のみとなり、換価に係る譲渡
所得の納税義務者は、乙と解することが相
当です。

４　債務控除の可否
　⑴債務控除ができる者
　�　相続税法第13条≪債務控除≫は、相続税

の計算における債務控除について、「相続
又は遺贈（包括遺贈及び被相続人からの相
続人に対する遺贈に限る。）により財産を
取得した者が（中略）である場合において
は、当該相続又は遺贈により取得した財産
については、課税価格に算入すべき価額は、
当該財産の価額から（中略）その者の負担
に属する部分の金額を控除した金額によ
る。」と規定していることから、債務控除
することができる者は、相続人又は包括受
遺者となります。

　⑵丙の債務控除の可否
　�　上記２⑶のとおり、本件においては、丙

は相続人ではなく、また、特定受遺者に該
当することから、債務控除ができる者には
該当しません。したがって、丙は、本件相
続に係る相続税の申告において、債務控除
をすることはできません。
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� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート
なっており、Ａ社株式の１株当たりの時
価は、400円となっています。Ａ社は、
資本金を10,000,000円増資することを予
定しており、増資に係る新株の引受けは、
甲１人が行う予定です。また、増資方法
は全額金銭出資とし、その新株１株当た
りの払込金額は１,000円とする予定です。
なお、当該増資後のＡ社株式の１株当た
りの時価は700円となる予定です。この
場合の課税関係はどのようになります
か。
Ａ�２．乙が甲から対価を支払わないで利益

を受けたとみなされる金額１,800,000円
［（＠700円-＠400円）×６,000株］は、贈
与税の課税対象となります。

譲渡所得税
（租税特別措置法第35条の撤回の可否） 
Ｑ�３．甲は、令和５年に自己の居住の用に

供していた家屋及びその敷地を譲渡し、

【理由】
１�　相続税法（以下「相法」という。）第９

条は、対価を支払わないで、又は著しく低
い価額の対価で利益を受けた場合において
は、その利益を受けた時において、その利
益を受けた者が、その利益を受けた時にお
けるその利益の価額に相当する金額をその
利益を受けさせた者から贈与（その行為が
遺言によりなされた場合には、遺贈）によ
り取得したものとみなす旨規定していま
す。

　�　なお、相法第９条の規定の趣旨は、私法
上の贈与契約によって財産を取得していま
せんが、贈与と同じような実質を有する場
合に、贈与の意思がなければ贈与税を課税
することができないとするならば、課税の
公平性を失することになるので、この不合
理を補うために、贈与契約の有無に拘わら
ず贈与により取得したものとみなし、これ
を課税財産として贈与税を課税することと
されます。

　�　また、相法第９条で定める「利益を受け
た場合」には様々な態様が考えられるとこ
ろ、比較的定型的な態様で取扱いを特定し
ておく必要のあるものについては、相続税
法基本通達（以下「相基通」という。）９-

２≪株式又は出資の価額が増加した場合≫
においてその取扱いを定めており、同通達
においては、同族会社の株式又は出資の価
額が、次に揚げる場合に該当して増加した
ときは、その株主又は社員がその株式又は
出資の価額のうち増加した部分に相当する
金額を、それぞれ次に揚げる者から贈与に
よって取得したものとして取り扱うことを
明らかにしています。

　⑴�会社に対して無償で財産の提供があった
場合　その財産を提供した者

　⑵�時価より著しく低い価額で現物出資が
あった場合　その現物出資をした者

　⑶�対価を受けないで会社の債務の免除、引
受け又は弁済があった場合　その債務を
免除、引受け又は弁済をした者

　⑷�会社に対し時価より著しく低い価額の対
価で財産の譲渡をした場合　その財産の
譲渡をした者

２�　本事例は上記１⑴から⑷の例示以外の
“利益を受けた場合”の例です。

　�　Ａ社株式の１株当たりの時価は、増資前
に400円であったところ、甲が10,000,000
円を増資したことにより、700円に増加す
ることとなります。

　�　その結果、乙が所有するＡ社株式の価額
は、

　�２,400,000円（＠400円×６,000株）から
　�４,200,000円（＠700円×６,000株）へとそ

の価額が増加することから、相基通９- ２
における「株式の価額が増加したとき」に
該当します。したがって、この価額の増加
した部分、（４,200,000円-２,400,000円）に
相当する金額１,800,000円は、乙が何ら対
価を支払わずに利益を受けた金額となるた
め、相法第９条の規定により、乙が、当該
利益の価額に相当する金額を甲から贈与を
受けたものとみなして、贈与税を課税しま
す。
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当該譲渡に係る譲渡所得の計算に当た
り、租税特別措置法（以下「措置法」と
いう。）　第35条≪居住用財産の譲渡所得
の特別控除≫に規定する居住用財産の譲
渡所得の特別控除の特例（２項該当。以
下「本件譲渡特例」という。）を適用し
た令和５年分所得税及び復興特別所得税

（以下「所得税等」という。）の確定申告
を行いました。

　�　令和６年に甲は住宅ローンを組んで新
しい自宅を購入しており、当該住宅ロー
ンについて、措置法第41条≪住宅借入金
等を有する場合の所得税額の特別控除≫
に規定する住宅借入金等特別税額控除の
特例（以下「住宅ローン控除特例」とい
う。）の適用を受けたいと考えています。

　�　甲は、令和５年分の所得税等の申告に
おいて本件譲渡特例の適用を受けてお
り、このままでは令和６年分の所得税等
の申告において住宅ローン控除特例の適
用ができないことから、本件譲渡特例を
撤回する令和５年分の修正申告を行った
うえで、住宅ローン控除特例を適用する
令和６年分の所得税等の申告を行おうと
していますが、このような申告は可能で
しょうか。

　�　なお、本件譲渡特例及び住宅ローン控
除特例のいずれも、特例の重複適用以外
の要件は満たしています。
Ａ�３．甲は令和５年分の所得税等の申告で

適用した本件譲渡特例を撤回することは
できません。

セントラルクリエイツ税理士法人
（経営革新等認定支援機関）

林　　義　孝

税務・会計レポート税務・会計レポート

【理由】
　�　措置法第41条第24項及び第25項は、住宅

ローン控除特例の適用を受けようとする年
分、前年以前２年及び翌年以後３年のいずれ

かの年分において本件譲渡特例の適用を受け
た又は受ける場合、住宅ローン控除特例の適
用ができない旨規定しています。

　�　また、措置法第41条の３≪住宅借入金等を
有する場合の所得税額の特別控除の適用を受
けた者が居住用財産に係る課税の特例を受け
る場合の修正申告等≫は、住宅ローン控除特
例の適用を受けた年分の翌年以後３年以内に
おいて、本件譲渡特例の適用を受ける場合に
は、居住用財産の譲渡をした日の属する年分
の所得税等の確定申告期限までに、住宅ロー
ン控除特例の適用を受けた各年分の所得税等
の修正申告を行わなければならない旨規定
し、また、当該修正申告が行われなかった場
合には、税務署長は更正又は決定を行う旨規
定しています。

　�　一方、本事例のように、本件譲渡特例の適
用を先に受け、翌年以後に住宅ローン控除特
例の適用を受けようとする場合について、本
件譲渡特例の撤回規定は設けられていませ
ん。

　�　すなわち、本件譲渡特例と住宅ローン控除
特例との関係は、

　①�　住宅ローン控除特例の適用を受けた場合
でも、本件譲渡特例の適用を受けることは
できます（ただし、住宅ローン控除特例の
適用年分に係る修正申告をすることを要す
る。）が、

　②�　本件譲渡特例の適用を受ける場合又は受
けた場合には、住宅ローン控除特例の適用
ができなくなるというものです。

　�　したがって、甲は、本件譲渡特例の適用を
撤回する令和５年分の所得税等の修正申告を
行うことはできず、令和６年分以降において、
本事例に記載の住宅ローンに係る住宅ローン
控除特例の適用を受けることはできません。



（31）

ます。治療が遅れると麻痺が残ったり
するなど、軽く見ない方が良い病気で
もあります。呼び方が違いますが、口
唇ヘルペスも同じウイルスによる感染
症です。
また、このウイルスは水ぼうそうの
ウイルスと同じなので、昔罹ったこと
のあるヒトは体内にウイルスが残って
いる可能性が高く、加齢による基礎体
力（免疫力）の低下と共にウイルスが
再活性化して発症しやすくなる、とい
う厄介な特徴を持っています。
そこで最近、この発症を予防するた

第 44 回

今回は、ワクチン繋がりで、帯状疱
疹ワクチンについてです。新型コロナ
用ワクチンの『レプリコンワクチン』
についても考えたのですが、随分と
色々情報が出回って、どうやら怪しい
情報とそうでない情報との区別がだん
だん付いてきているようなのでこのコ
ラムでは前回のコメントくらいで良い
のではないかと考えます。
帯状疱疹は、帯状疱疹ウイルスに

よって発症する感染症です。このウイ
ルスは神経の周辺に居座っているの
で、発症するとけっこうな痛みを伴い

水ぼうそうと同じウイルスで発症

帯状疱疹
ウイルス

帯状疱疹

子ども
の頃

ZZZ....

水ぼうそうに
初めて感染

治療後も
体内に潜伏

帯状疱疹の発症

加齢・疲労
ストレス

免疫力が
低下

ウイルスが
再活性化

健康役立ちコラム健康役立ちコラム Part Ⅱ

帯状疱疹ワクチンについて帯状疱疹ワクチンについて
ワクチン接種が推奨されるようになりました
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� 健康役立ちコラム� 健康役立ちコラムPart Ⅱ

帯状疱疹は、発症してしまうと、症
状や後遺症だけでなく、実は治療にも
かなりのお薬代が必要な病気です。風
邪や気管支炎の時に比べると２〜３倍
くらいの費用となります。
年齢を重ねるごとに、発症しやすく
なり、複数回発症する人も珍しくあり
ません。ちょっと疲れが溜まるたびに
帯状疱疹や口唇ヘルペスになってしま
うという人、実は結構いらっしゃいま
す。そういう方の場合、基本的に加齢
と共に発症頻度が上がり、発症した時
の痛みなどの症状も強くなっていきま
す。
今後の生活を穏やかに過ごすため、
と言う意味で、帯状疱疹ワクチンの接
種について、ご検討いただくことを強
くお勧めします。

めにワクチン接種が
推奨されるようにな
りました。テレビの
CMなどでもご覧に
なった方は少なくな
いのではないでしょ
うか。
ワクチンは、基本

的に50才以上の方が
対象となり、種類は
２種類あります。こ
の二つは、インフル
エンザワクチンと異
なり、全く違うワクチンです。
一つは、接種１回・大体７,000円く

らい。有効率は70％弱・有効期間は７
〜８年。もう一つは、接種２回・１回
当たり23,000円くらい。有効率は98％
程・有効期間は最低10年。打った後の
副反応は、安い方が穏やかで、高い方
がちょっと熱が出たり腫れたりする人
が多いですが、この辺りは効果の強さ
と相関なので、致し方ないところです。
有効率・有効期間にかなり開きがあ

るので良く効く方を打ちたいところで
すが、かかる費用の差額も相当なもの
ですよね。そこで、多くの自治体では
『帯状疱疹ワクチン接種費用補助金制
度』を設けています。金額は自治体に
よって独自に設定されているので一律
ではありません。お住まいの地域の役
所のホームページをご覧になると、補
助金額と、補助金を使ってワクチン接
種が出来る医療機関が分かります。

帯状疱疹ワクチンは２種類

•1回接種

•約7,000円

•有効率
　　70%弱

•2回接種
or •1回につき

  約23,000円

•有効率
　　 約98%

多くの自治体では

 帯状疱疹ワクチン接種費用補助金制度 を設けています。

各自治体のホームページをご覧ください！

築地ふたばクリニック院長
鎌田　徹
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「でんき点けて」

声であかりをタッチレスコントロール

音声リモコン
すべて※のあかりを
声でコントロール。

音声リモコン

RC 924
¥8,900（税抜き)

あかりを
声で自在にコントロールする。
オーデリックの
すべての製品と組み合わせて
お使いいただけます。
※屋外用を除く。（音声リモコンは屋外では使用できません。）
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